
労

働

基

準

法

昭
和
二
二
・

四
・

七
法
律

四
九
号

改
正
昭
和
二
二
・

八
・
三
一
〃

九
七
号

〃

昭
和
二
四
・

五
・
一
六
〃

七
〇
号

〃

昭
和
二
四
・

五
・
三
一
〃

一
六
六
号

〃

昭
和
二
五
・
一
二
・
二
〇
〃

二
九
〇
号

〃

昭
和
二
七
・

七
・
三
一
〃

二
八
七
号

〃

昭
和
二
九
・

六
・
一
〇
〃

一
七
一
号

〃

昭
和
三
一
・

六
・

四
〃

一
二
六
号

〃

昭
和
三
三
・

五
・

二
〃

一
三
三
号

〃

昭
和
三
四
・

四
・
一
五
〃

一
三
七
号

〃

昭
和
三
七
・

九
・
一
五
〃

一
六
一
号

〃

昭
和
四
〇
・

六
・
一
一
〃

一
三
〇
号

〃

昭
和
四
二
・

八
・

一
〃

一
〇
八
号

〃

昭
和
四
三
・

六
・
一
五
〃

九
九
号

〃

昭
和
四
四
・

七
・
一
八
〃

六
四
号

〃

昭
和
四
七
・

六
・

八
〃

五
七
号

〃

昭
和
五
一
・

五
・
二
七
〃

三
四
号

〃

昭
和
五
八
・
一
二
・

二
〃

七
八
号

〃

昭
和
五
九
・
一
二
・
二
五
〃

八
七
号

〃

昭
和
六
〇
・

六
・

一
〃

四
五
号

〃

昭
和
六
〇
・

六
・

八
〃

五
六
号

〃

昭
和
六
〇
・

七
・

五
〃

八
九
号

〃

昭
和
六
二
・

九
・
二
六
〃

九
九
号

〃

平
成

三
・

五
・
一
五
〃

七
六
号

〃

平
成

四
・

七
・

二
〃

九
〇
号

〃

平
成

五
・

七
・

一
〃

七
九
号

〃

平
成

七
・

六
・

九
〃

一
〇
七
号

〃

平
成

九
・

六
・
一
八
〃

九
二
号

〃

平
成
一
〇
・

九
・
三
〇
〃

一
一
二
号

〃

平
成
一
一
・

七
・
一
六
〃

八
七
号

〃

平
成
一
一
・

七
・
一
六
〃

一
〇
二
号

〃

平
成
一
一
・

七
・
一
六
〃

一
〇
四
号

〃

平
成
一
一
・
一
二
・

八
〃

一
五
一
号

〃

平
成
一
一
・
一
二
・
二
二
〃

一
六
〇
号

〃

平
成
一
三
・

四
・
二
五
〃

三
五
号

〃

平
成
一
三
・

七
・
一
一
〃

一
一
二
号

〃

平
成
一
三
・
一
一
・
一
六
〃

一
一
八
号

〃

平
成
一
四
・

七
・
三
一
〃

九
八
号

〃

平
成
一
四
・

七
・
三
一
〃

一
〇
〇
号

〃

平
成
一
四
・

八
・

二
〃

一
〇
二
号

〃

平
成
一
五
・

七
・

四
〃

一
〇
四
号

〃

平
成
一
六
・

六
・

二
〃

七
六
号

〃

平
成
一
六
・
一
二
・

一
〃

一
四
七
号

〃

平
成
一
七
・
一
〇
・
二
一
〃

一
〇
二
号

〃

平
成
一
八
・

六
・
二
一
〃

八
二
号

目
次第

一
章

総
則
︹
第
一
条
︱
第
十
二
条
︺

第
二
章

労
働
契
約
︹
第
十
三
条
︱
第
二
十

三
条
︺

第
三
章

賃
金
︹
第
二
十
四
条
︱
第
三
十
一

条
︺

第
四
章

労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
及
び
年

次
有
給
休
暇
︹
第
三
十
二
条
︱
第

四
十
一
条
︺

第
五
章

安
全
及
び
衛
生
︹
第
四
十
二
条
︱

第
五
十
五
条
︺

第
六
章

年
少
者
︹
第
五
十
六
条
︱
第
六
十

四
条
︺

第
六
章
の
二

妊
産
婦
等
︹
第
六
十
四
条
の

二
︱
第
六
十
八
条
︺

第
七
章

技
能
者
の
養
成
︹
第
六
十
九
条
︱

第
七
十
四
条
︺

第
八
章

災
害
補
償
︹
第
七
十
五
条
︱
第
八

十
八
条
︺

第
九
章

就
業
規
則
︹
第
八
十
九
条
︱
第
九

十
三
条
︺

第
十
章

寄
宿
舎
︹
第
九
十
四
条
︱
第
九
十

六
条
の
三
︺

第
十
一
章

監
督
機
関
︹
第
九
十
七
条
︱
第

百
五
条
︺

第
十
二
章

雑
則
︹
第
百
五
条
の
二
︱
第
百

十
六
条
︺

第
十
三
章

罰
則
︹
第
百
十
七
条
︱
第
百
二

十
一
条
︺

附
則第

一
章

総
則

︵
労
働
条
件
の
原
則
︶

第
一
条

労
働
条
件
は
、
労
働
者
が
人
た
る
に

値
す
る
生
活
を
営
む
た
め
の
必
要
を
充
た
す

べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

こ
の
法
律
で
定
め
る
労
働
条
件
の
基
準
は

最
低
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
関
係
の
当

事
者
は
、
こ
の
基
準
を
理
由
と
し
て
労
働
条

件
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
も
と

よ
り
、
そ
の
向
上
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

参

勤
労
条
件
の
基
準

憲
二
七
。
人
た
る
に

値
す
る
生
活

憲
二
五
。
労
働
条
件
の
決

定

二
、
船
六
。
労
働
条
件
の
明
示

一
五
、
船

三
二
。
労
基
又
は
就
業
規
則
の
基
準
以
下
の
労
働

条
件

一
三
、
九
三
、
船
一
〇
〇
。
労
働
協
約
の

基
準
に
違
反
す
る
労
働
契
約

労
組
一
六
。
労
働

者
の
定
義

九
、
労
組
三
。
勤
労
者

憲
二
八
。

労
働
関
係
当
事
者

九
、
一
〇
。

行

労
働
者
に
人
格
と
し
て
価
値
あ
る
生

1活
を
営
む
必
要
を
充
た
す
べ
き
労
働
条
件

の
保
障
を
宣
明
し
、
本
法
各
解
釈
の
基
本
観
念
を

為
す
︵
二
二
・
九
・
一
三
発
基
一
七
︶。

人
た
る
に
値
す
る
生
活
と
は
、
そ
の
時
そ
の

2社
会
の
一
般
通
念
に
よ
る
標
準
家
族
の
生
活
を
も

含
む
︵
二
二
・
九
・
一
三
発
基
一
七
、
二
二
・
一

一
・
二
七
基
発
四
〇
一
︶。

労
働
条
件
の
低
下
が
社
会
経
済
情
勢
の
変
動

3等
他
に
決
定
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
本
条
に

抵
触
せ
ず
︵
二
二
・
九
・
一
三
発
基
一
七
、
六

三
・
三
・
一
四
基
発
一
五
〇
︶。

判

趣
旨国

民
生
活
の
一
般
標
準
に
つ
い
て
の
又

労
働
者
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
の
倫
理
的
規
定
で

あ
る
︵
福
岡
地
二
五
・
四
・
八
︶。

︵
労
働
条
件
の
決
定
︶

第
二
条

労
働
条
件
は
、
労
働
者
と
使
用
者

が
、
対
等
の
立
場
に
お
い
て
決
定
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。

②

労
働
者
及
び
使
用
者
は
、
労
働
協
約
、
就

業
規
則
及
び
労
働
契
約
を
遵
守
し
、
誠
実
に

各

そ
の
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。参

労
働
条
件

一
。
労
働
者
の
団
体
交
渉
権

憲
二
八
。
対
等
の
立
場

労
組
一
。
労

働
者

九
。
使
用
者

一
〇
。
労
働
協
約

労
組

一
四
︱
一
八
。
就
業
規
則

八
九
︱
九
三
、
船
九

七
︱
一
〇
〇
。
労
働
契
約

一
三
︱
二
三
、
船
三

一
︱
五
一
。
船
員
へ
の
適
用

船
六
。

行

労
働
条
件
の
決
定
及
び
之
に
伴
う
両
当
事

者
の
義
務
に
関
す
る
一
般
的
原
則
を
宣
言

せ
る
も
の
︵
二
三
・
七
・
一
三
基
発
一
〇
一
六
、

六
三
・
三
・
一
四
基
発
一
五
〇
︶
。

判

一

労
働
条
件

労
働
の
場
所
は
、
労
働
者
の
生
活
の

本
拠
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
賃
金
や
労
働
時

間
な
ど
と
と
も
に
重
要
な
労
働
条
件
で
あ
る
か

ら
、
労
働
場
所
の
変
更
を
命
ず
る
転
勤
命
令
の
効

力
を
争
い
、
労
働
場
所
の
確
認
を
求
め
る
訴
は
適

法
︵
大
阪
地
四
四
・
七
・
一
〇
︶。

使
用
者
と
労
働
組
合
間
に
締
結
さ
れ
た
賃
金
協

定
の
内
容
は
、
労
働
契
約
の
内
容
に
転
化
し
て
い

る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
労
働
者
の
同

意
を
得
る
こ
と
な
く
一
方
的
に
そ
の
内
容
を
変
更

す
る
こ
と
は
た
と
え
そ
の
変
更
が
労
働
者
に
と
つ

て
有
利
で
あ
つ
て
も
、
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い

︵
京
都
地
四
九
・
六
・
二
〇
︶
。

二

対
等
の
立
場

対
等
決
定
に
は
団
結
権
、
団
体
交
渉
権
を
前
提

と
す
る
︵
神
戸
地
二
四
・
二
・
一
一
︶
。

︵
均
等
待
遇
︶

第
三
条

使
用
者
は
、
労
働
者
の
国
籍
、
信
条

又
は
社
会
的
身
分
を
理
由
と
し
て
、
賃
金
、

労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
、

差
別
的
取
扱
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

参

使
用
者

一
〇
。
労
働
者

九
。
法
の
下

の
平
等

憲
一
四
。
労
働
条
件

一
。
男

女
同
一
賃
金

四
。
賃
金
の
定
義

一
一
。
罰
則

一
一
九
㈠
。
類
似
規
定

国
公
二
七
、
地
公
一

三
、
労
組
五
②
㈣
、
職
安
三
。
船
員
へ
の
適
用

船
六
。

行

信
条
と
は
、
特
定
の
宗
教
的
若
し
く

1は
政
治
的
信
念
を
い
い
、
社
会
的
身
分
と

は
生
来
の
身
分
を
い
う
︵
二
二
・
九
・
一
三
発
基

一
七
︶。そ

の
他
の
労
働
条
件
に
は
解
雇
、
災
害
補

2償
、
安
全
衛
生
、
寄
宿
舎
等
に
関
す
る
条
件
も
含

む
︵
二
三
・
六
・
一
六
基
収
一
三
六
五
、
六
三
・

三
・
一
四
基
発
一
五
〇
︶。

女
性
の
若
年
定
年
制
を
定
め
る
雇
用
契
約

3は
、
そ
の
差
別
が
、
雇
用
契
約
の
趣
旨
、
目
的
に

労
働
基
準
法

総
則
︵
一
︱
三
︶
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